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はコンジットゲート及びクレストゲートは別表 2に定める貯水位に対応したゲート閲

度とすること。

二 前号に規定する時聞が経過した時から流大量が計画最大放流量に等しくなるまでの間

は，貯水位を流入量が放流量と等しくなった時の貯水位に保つことにより，流入量に等

しい放流を行うこと。

(ただし書き操作の解除)

第6条 前条に規定する操作を行っている場合において，流入量が最大となった時を経て流入

量が計画最大放流量に等しくなった場合には，ただし書き操作を解除し，操作規則第 18条に

定める「洪水調節後の水位の低下」へ移行するものとするロ

第3章洪水時における暫定操作

(洪水)

第7粂 この要領で定める洪水は，流水の貯水池への流入量(以下「流入量」とし、うロ)が毎秒

50立方メートル以上である場合における当該流水とするロ

(洪水調節)

第B条 所長は，次の次号に定めるところにより洪水調節を行なわなければならない。

l. 流入量が毎秒 50立方メートルに達した後，毎秒 290立方メートノレに達するまでは，毎秒

{ (流入量 50) XO. 43+50}立方メートルを，また流入量が毎秒 290立方メートノレを超えた後

最大に達するまでは，毎秒{(流入量 [00) XO. 28+100}立方メートノレを放流すること。

2. 流入量が毎秒290立方メートルを超えずに，流入量が最大に達した後は，毎秒{(最大流入

量 50) XO. 43+50}立方メートルを，また流入量が毎秒290立方メートルを超え流大量が最

大に達した後は，毎秒{(最大流入量 100) XO. 28十100}立方メートル色流入量が当該放

流量と等しくなる時，または流入量が前号の方法による操作中における最大流入量と等しく

なる時まで放流すること。

3 前号の方法による操作の後，流入量が第一号の方法による操作中における最大流入量を超

えた時以降は，前2号に規定する方法により放流すること。

4 流入量が毎秒290立方メートノレを超えずに次条の規定により，ダムからの放流を行ってい

る場合において流入量が再び増加した時は，流入量が次条の規定による放流量と等しくなっ

たときから毎秒{(当該等しくなった時の放流量 50) X-+50}立方メートルに等しくな

るまで当該等しくなったときの放流量に等しい流水を放流すること。

また流入量が毎秒 290立方メートノレを超えて次条の規定によりダムからの放流を行ってい
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